令和　　年　　月　　日

相模原市指定情報公表センター　指定申請書
相模原市長　殿

所在地

法人名

代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４２第１項の規定に基づく指定情報公表センターの指定を受け、令和８年４月１日から事業を行いたいので、次の書類を添えて申請します。

【添付書類】

１　法人概要（様式２）

２　誓約書（様式３）

３　事業計画書（様式４）

４　法人の定款、寄付行為の写し及びその登記事項証明書（原本）又は条例等の写し
５　法人の役員の名簿及び経歴、法人の種類に応じた構成員（社員）の名簿（構成員が法人である場合には、その法人の名簿）及び略歴並びに構成員の構成割合を記載した書類（任意様式）
６　主要株主の構成を記載した書類（株式会社の場合のみ）（任意様式）
７　直近の法人の収支決算書（貸借対照表及び損益計算書）の写し
８　令和７年度及び令和８年度の法人の事業計画を記載した書類及び収支予算書の写し
９　費用積算書（任意様式）

10　その他相模原市長が必要と認める書類

法人概要
令和　　年　　月　　日現在

	法人名
	（ふりがな）


	所在地
	（〒　　　－　　　　）



	代表者
	役職名


	氏名（ふりがな）



	
	住所（〒　　　－　　　　）



	電話番号
	

	ＦＡＸ番号
	

	Ｅ-mail
	

	ＵＲＬ
	

	法人設立年月日
	

	沿革
	（任意様式又はパンフレット等でも可）



	現に行っている事業の概要
	（任意様式又はパンフレット等でも可）




令和　　年　　月　　日

誓約書
相模原市長　殿

所在地

法人名

代表者　　　　　　　　　　　　　　　印

相模原市指定情報公表センター指定申請書を提出するに当たって、次の事項が遵守されていることを誓約します。

なお、当該誓約に違反があった場合は、それまで申請者が費やした費用を賠償することなしに、指定された者に対し、市が一方的に指定を取消す権利を有することに同意します。

１　当法人又はその役員が次の者に該当しないこと。

1 介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定により刑に処され、その執行を受け又は執行を受けることがなくなった日から起算して２年を経過しない者。

2 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定により地方公共団体における一般競争入札等の参加を制限されている者。

3 　介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第３７条の１０第１項の規定を準用する同法施行令第３７条の１１の規定により指定公表センターの指定を取り消され、その取消しの日から起算して２年を経過しない者。

4  書類提出時点において、地方公共団体の一般競争入札の参加停止又は指名競争入札の指名停止等の措置を受けている者。

5  会社更生法（平成１４年法律第１５４号）による更生手続又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）による再生手続を開始した者。

6  相模原市暴力団排除条例（平成２３年条例第３１号）第２条第５号に定める暴力団経営支配法人等。
２　次により、中立・公平性が確保されていること。

1 　当該法人の役員、当該法人の種類に応じた構成員又は職員の構成について、介護サービスを現に提供する事業者の役員、役員であった者及び職員並びに当該役員又は職員の配偶者及び３親等以内の親族（以下「情報公表事務の利害関係者」という。）が、当該法人の役員、法人の種類に応じた構成員又は職員の総数の２分の１を超えて含まれていないこと。
2 　２①により難い場合は、情報公表事務の利害関係者以外で、情報公表事務に関する知識を有し、公正、中立性を確保できる者で構成され、情報公表事務の内容を実質的に決定することができる委員会等を組織すること。
3 　情報公表事務に関する会計を当該法人の会計から区分し、特別の会計として経理すること。
３　運営規程を次のとおり整備すること。

1 情報公表事務により知り得た事業所の秘密について、退職後も含め、情報公表事務に携わる役員及び職員以外の者に漏らしてはならない旨を規定すること。

2 情報公表事務の運営内容について、毎年度公表する旨を規定すること。

４　当該法人自らが介護サービスを提供しないこと。

５　年末年始を除く平日の日中においては、迅速に市の担当者と連絡が取れる体制をとること。
６　指定期間中は原則として、情報公表事務の実施が可能であること。

ただし、大幅な制度改正及び手数料の改定等、公表制度に関し自らの責めによらない事由により、収支及び人員配置に重大な支障を来す場合は、この限りでない。

７　公益社団法人かながわ福祉サービス振興会が運用する「介護情報サービスかながわ」に公表システムデータを無償で提供すること。　

８　相模原市指定情報公表センター指定申請書及びその添付書類に虚偽の記載がないこと。

相模原市指定情報公表センター　事業計画書

法人名 　　　　　　　　　　　　　　
１　情報公表センター設置場所
　　所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　　　　　　　　　　
２　介護保険に関する知識を必要とする業務の実績（R5～R6年度）（任意様式：パンフレット等添付可）

	


　３　公益事業又は国・地方公共団体等からの受託事業の実績（R5～R6年度）（任意様式：パンフレット等添付可）

	


４　公表制度の精度管理の方策案
	〈公表内容の精度管理の方策についての提案を記載してください。〉


５　普及啓発事業に関する取組　※普及啓発事業に関する見積書添付（任意様式添付可）
	〈公表制度の普及啓発に資する事業に係る取組を記載してください。〉



６　事業の遂行に当たり、工夫したい点（任意様式添付可）
	〈公表制度をより良いものとするための工夫や経費節減に関する提案などを記載してください。〉


７　事業実施に当たっての苦情受付・事故防止等の事務体制について（任意様式添付可）　
※組織体制を図示すること。
	


８　事業の開始予定年月日

	


（様式１-１）





（様式１-２）





（様式１-３）





（様式１-４）
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